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○
議
案
の
内
容

　
平
成
28
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
地
方
税
法
等

の
改
正
及
び
所
得
税
法
等
の
改
正
に
伴
い
、
所
要

の
規
定
を
整
備
す
る
た
め
足
利
市
税
条
例
等
を
改

正
す
る
も
の
。

○
主
な
質
疑
応
答

　
　
医
療
費
控
除
に
つ
い
て
、現
行
制
度
と
の
違
い

は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
点
か
。

　
　
現
行
制
度
は
、
医
療
費
の
支
払
額
が
10
万
円

を
超
え
た
部
分
に
つ
い
て
所
得
か
ら
差
し
引
く
も

の
で
、
ハ
ー
ド
ル
の
高
い
制
度
と
な
っ
て
い
る
。

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
会
社
や
保
険
組
合
等
が
行

う
健
康
診
断
や
、
が
ん
検
診

な
ど
を
受
け
た
方
が
、
軽
度

な
身
体
の
不
調
を
自
分
で
手

当
て
す
る
た
め
に
薬
局
で
薬

を
買
い
、
そ
の
薬
が
控
除
の

対
象
と
な
る
医
薬
品
で
あ
っ

た
場
合
に
は
、
1
万
2
千
円

を
超
え
た
部
分
が
控
除
の
対

象
に
な
る
た
め
、
使
い
や
す

い
制
度
に
な
る
。

○
審
査
結
果　

原
案
の
と
お
り
可
決

議
案
第
69
号
　
足
利
市
税
条
例
等
の
改
正
に
つ

い
て

総
務
企
画
防
災
常
任
委
員
会

　

横
山
委
員
長
、金
子
副
委
員
長
、

　

大
谷
、小
林（
貴
）、大
島
、荻
原
、黒
川
、中
山　

各
委
員

答 問

常 任 委 員 会 の 審 査 か ら常 任 委 員 会 の 審 査 か ら常 任 委 員 会 の 審 査 か ら
本会議で付託された主な議案等について、各常任委員会の審査状況を報告します。本会議で付託された主な議案等について、各常任委員会の審査状況を報告します。本会議で付託された主な議案等について、各常任委員会の審査状況を報告します。

か 

ら 

だ

○
議
案
の
内
容

　
水
処
理
セ
ン
タ
ー
等
下
水
道
施
設
の
維
持
管
理

業
務
を
複
数
年
度
に
わ
た
っ
て
委
託
す
る
た
め
、

予
算
を
補
正
す
る
も
の
。

○
主
な
質
疑
応
答

　
　
こ
れ
ま
で
の
単
年
度
契
約
に
よ
る
業
務
委
託
と
、

こ
れ
か
ら
行
う
複
数
年
度
契
約
に
よ
る
業
務
委
託
の

変
更
点
は
何
か
。

　
　
平
成
28
年
度
ま
で
は
、
水
処
理
セ
ン
タ
ー
の

維
持
管
理
と
運
転
業
務
の
み
で
あ
っ
た
。
平
成
29

年
度
以
降
の
業
務
は
そ
れ
に
加
え
、
汚
水
を
処
理

す
る
上
で
必
要
な
薬
品
の
調
達
業
務
も
含
め
て
発

注
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　
維
持
管
理
業
務
委
託
の
契
約
期
間
を
５
年
間

と
し
て
い
る
自
治
体
も
あ
る
が
、な
ぜ
３
年
間
と
し

た
の
か
。

　
　
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
一
般
的
な
委
託

期
間
は
3
年
か
ら
5
年
で
あ
る
。
近
隣
自
治
体
で

は
5
年
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
本
市
と

し
て
は
、
平
成
32
年
度
に
企
業
会
計
へ
の
移
行
を

予
定
し
て
い
る
た
め
、
平
成
31
年
度
ま
で
の
3
年

間
と
し
た
。

○
審
査
結
果　

原
案
の
と
お
り
可
決

議
案
第
73
号
　
平
成
28
年
度
足
利
市
公
共
下
水

道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
2
号
）
に
つ

い
て

民
生
環
境
水
道
常
任
委
員
会

　

大
須
賀
委
員
長
、斎
藤
副
委
員
長
、

　

栗
原
、中
島
、小
林（
克
）、渡
辺
、尾
関
、平
塚　

各
委
員

答答 問問

○
議
案
の
内
容

　
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
よ
り
、

農
業
委
員
の
選
任
方
法
等
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
新
し
い
制
度
に
移
行
す
る
た
め
条
例
を
制

定
・
改
廃
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

○
主
な
質
疑
応
答

　
　
新
た
な
制
度
に
よ
り
農
業
委
員
と
農
地
利
用

最
適
化
推
進
委
員
が
選
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
業
務
を
行
う
の
か
。

　
　
農
業
委
員
に
つ

い
て
は
、
今
ま
で
と

同
様
に
許
認
可
や
農

地
転
用
の
許
可
と

い
っ
た
業
務
を
行
う
。

ま
た
、
新
た
に
設
置

さ
れ
る
農
地
利
用
最

適
化
推
進
委
員
に
つ

い
て
は
、
主
に
耕
作

放
棄
地
の
解
消
や
、

地
区
ご
と
に
農
地
の

集
積
・
集
約
化
と

い
っ
た
業
務
を
行
う
。

○
審
査
結
果　

原
案
の
と
お
り
可
決

議
案
第
76
号
　
足
利
市
農
業
委
員
会
の
委
員
及

び
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
定
数
を
定
め

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

答 問 教
育
経
済
建
設
常
任
委
員
会

　

柳
委
員
長
、冨
永
副
委
員
長
、

　

末
吉
、須
田
、杉
田
、吉
田
、酉
田
、藤
生　

各
委
員

▲農業委員による農地調査の様子
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